
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月の期間に介護認定更新があった方を対象として、認定向上さ

れた方に『表彰状』を贈呈しました。表彰された 18名の皆様、おめでとうございます。 
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厚労省から「一定のリハビリや機能訓練や活動を行うこ

とは重要。３つの密を避けて実施しましょう」と通達

(4/7)がありました。 
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異動 

【重要】新型コロナウィルス感染症対策 
厚生労働省より（※尚、県下の感染状況により、下記内容を変更する場合があります）。 

◆37.5℃以上の発熱者のご利用のお断り（職員も含む）：過去の発熱も解熱後 24時間まで同様 

◆体調不良時の報告（特に、咳のどの呼吸器症状）：無理をせず休んでください 

◆マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒 

◆定期的な換気（1.2時間ごとに 5～10分）（送迎車も含む）：上着をご準備ください 

◆ご利用者同士の距離に配慮（両手が当たらない程度）：座席やリハの際の間隔をあけます 

◆声を出す機会を最小限にする：カラオケ等のレクを中止 

◆共有物の消毒（次亜塩素酸ナトリウム液 0.05%） 

◆県外から帰省する家族がいる場合の報告（職員も含む）：特に 7都府県（埼玉、千葉、東京、神

奈川、大阪、兵庫、福岡）からの帰省は、ご利用をお断りして頂く（2週間）場合があります 

リハビリ以外でも、自宅や屋外ででどんどん活動していきましょう 


